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「専修学校における学校評価ガイドライン」の改正について（通知） 

 
 専修学校の学校評価については、「学校教育法の一部を改正する法律（令和６年法律第５

０号（令和８年４月１日施行））」により、教育の質の保証を図るための措置として、専門

課程を置く専修学校に対して、大学と同等の項目での自己点検評価の実施の義務及び外部

の識見を有する者による評価（いわゆる「第三者評価」）を受ける努力義務が課されたとこ

ろです。 
 これを踏まえ、文部科学省では、専修学校における学校評価を適切に推進するため、「専

修学校の質保証・向上に資する取組の実態に関する調査研究協力者会議」における議論を

踏まえ、「専修学校における学校評価ガイドライン」を改正しましたので、お知らせいたし

ます。 
 ガイドラインの内容については、別紙資料のとおりですので、都道府県教育委員会にあ

っては専修学校を設置する市町村教育委員会又は所管の専修学校に対して、都道府県知事

にあっては所轄の専修学校に対して、国立大学長にあっては、附属の専修学校に対して、

厚生労働省医政局長及び社会・援護局長にあっては設置する専修学校に対して、周知を図

るとともに、各学校において学校評価が円滑に行われるよう、御支援、御指導をお願いし

ます。 
   
＜別紙資料＞ 
 ○ 専修学校における学校評価ガイドライン概要 
 ○ 参考：専修学校の外部の識見を有する者による評価（第三者評価）のポイント 

○ 専修学校における学校評価ガイドライン 
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